
1歳未満の方の出生届同時申請（特急発行） 

 

1歳未満の方の申請は、出生届と同時に申請する場合と出生届提出後に申請する場合で必要書類などが 

異なります。 

 

出生届と同時に申請する場合 

ご本人の来庁と本人確認書類は不要です。 

法定代理人（親権者など）が出生届を提出する際に一緒に申請してください。 

出生届に申請書様式が印字されていない場合は、町民課窓口で様式を配布しています。 

 

◆出生証明書に申請書が印字されているケース     ◆出生証明書に申請書が無い場合、別紙申請書を 

                                     ダウンロードもしくは町民課窓口で様式を配布し

ます。 

 

 

原則、住所地への郵送となりますが、希望があれば里帰り先などへの送付も可能です。希望する場合は、 

申請書に送付先住所・理由を記入してください。 

出生届提出後に住所地で住民登録がなされてから約 1 週間程度で簡易書留（転送不要）にてマイナンバーカ

ードが発送されます。 

注記：申請後数週間のうちに転出・転入、転居の手続きを行う予定のある方は、発行されたマイナンバーカー

ドが届かない場合がありますので、転入・転居の手続き後の申請をご検討ください（住所地以外に送付先を

指定した場合を除く） 

1歳未満の方は顔写真なしのマイナンバーカードとなりますので、顔写真の用意は不要です。 
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